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愛知県議会 6 月定例議会報告（6 月 18 日～7 月 5 日） 

猛暑続く夏本番、皆様にはますますご健勝のこととお喜び申し上げます。日頃は福田よしおの活動に格

別のご理解とご支援を賜り、心から感謝申し上げます。報告に先立ち、本年 6 月１８日に発生した大阪北

部地震や７月上旬西日本を中心に記録的な豪雨洪水により河川の氾濫、土砂崩れなどで被害に遭われた皆

様にお悔やみとお見舞いを申し上げます。一日も早い復旧と復興を願うところでございます。 

 さて、平成３０年６月定例愛知県議会は「2026 年アジア競技大会」の開催負担金や 4 月 8 日に火災

のあった岡崎商業高校の特別教室棟及び産振棟の取り壊し及び新校舎の設計など一般会計を 1 億 2,639

万余円増額補正すること、また企業会計では岡崎市にある「がんセンター愛知病院」を平成 31 年 4 月か

ら岡崎市に移管するためのリニューアル経費など 2 億 7,037 万余円の増額補正と条例関係議案 8 件、そ

のほか公安委員会委員、人事委員会委員の任期満了に伴う選任同意議案について審議し、全 20 議案を原

案どおり可決、同意しました。また、今期は「建設委員会委員」と「名古屋港管理組合議会議員」に選任

されましたので、それぞれの内容についてお伝えさせていただきます。 

 一方、国政の動きもあり 5 月に民進党が「国民民主党」となり 2 月に発足した政治団体「新政あいち」

と連携するとともに、「連合愛知」との政策協定により県政の課題や地域の課題に取り組む県議会、市町

村議会の志を同じくする議員が一丸となり、経済活動が盛んで安心安全な災害に強い県土めざして取り組

んでいます。終わりに国民の生活向上、民主主義を育てるため、皆様には時節柄ご自愛いただき一層のご

支援を賜りますよう心からお願い申し上げましてごあいさつといたします。 

 

5 月臨時議会報告   ジブリパーク構想推進(調査と基本設計) 

 

本年４月に基本デザインと 2022 年度中開業と発表された愛・地球博記念公園内に建設する「ジブリパ

ーク」を具体化するため、5 月臨時愛知県議会に事業費 3 億 7,600 万円が提案されました。 

① 基本構想策定業務(4,900 万円) 

「青春の丘エリア」「ジブリの大倉庫エリア」 

「もののけの里エリア」「魔女の谷エリア」 

「どんどこ森エリア」を設けます。 

② 基本設計・デザイン監修業務(2 億 9,100 万円)  

   実施設計に向けた各エリアの図面作成とスタジ 

 オ・ジブリが著作権を有するアニメーション作品 

を活用した公園施設を整備するため企画監修 

③ 地質調査・測量、土壌改良検討業務等(3,600 万円)  

     地質調査と現地測量を実施し、地質や地形など 

の現況把握と樹木の生育のため現況の土壌を調査 

して土壌改良の方法等検討 なお、「ジブリパーク」を具体化にあたり愛・地球博記念公園の駐車 

場の検討のほか交通アクセスや渋滞緩和の検討も調査するように要望しました。 

 



 

建設委員会議案質疑「第１０７号議案 愛知県都市公園条例の一部改正について」 

質問要旨(福田よしお) 

今回の改正は、愛・地球博記念公園の水泳場を平成３０年１０月 1 日に廃止の内容であるが、愛・地球 

博記念公園水泳場の利用状況と廃止にかかる周知内容について伺う。 

答弁要旨(公園緑地課主幹（管理・景観）) 

愛・地球博記念公園の温水プールは、愛知青少年公園時代の平成６年度

に開業した。愛知万博の準備・開催期間中は休止したが、平成１９年３月

に営業を再開し、現在に至っている。利用者数のピークは、開業直後、平

成７年度の約１７万８千人であったが、最近３年間の利用者数の平均は、

約８万４千人でありピーク時の半分以下となっている。廃止については、

今年の２月に行った平成３０年度当初予算記者発表時に、愛・地球博記念

公園のアイススケート場の熱源冷凍機器の更新工事にあわせて、同公園の

温水プールを廃止することについて公表した。その後、本年度の営業開始

前の４月中旬に、営業期間の告知とあわせ、本年度で営業を終了する旨を

同公園のホームページに掲載するとともに、公園内の掲示板や柱等にも掲

示し周知に努めている。 

建設委員会一般質問「名古屋城の計画と愛知県条例の適用について」 

質問要旨(福田よしお) 

大規模木造建築物である名古屋城の計画について「建築基準法」「消防法」などの適用と愛知県条例

(愛知県建築基準条例、人にやさしい街づくりの推進に関する条例、愛知県障害者差別解消推進条例な

ど)の適用について伺う。 

答弁要旨(建築指導課主幹（指導・開発）) 

建築基準法は「建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康

及び財産の保護を図り、もって公共の福祉の増進に資すること」を目的としている。一方、人にやさしい

街づくりの推進に関する条例は「高齢者、障害者等を含むすべての県民があらゆる施設を円滑に利用でき

る」ことを目的とし、また建築基準法を踏まえて制定されている。法律、条例それぞれ目的があり、それ

ぞれ規定が適用される。建築確認の際には、建築基準法第９３条の規定より消防長等の同意がなければ確

認済証を交付することはできない。建築主事等は、建築確認申請を受け付けた後、建築基準関係規定に適

合することを確認、また同時に建築物の防火に関する審査を消防長等に依頼し、支障ないと認められたも

のについて同意を得ている。この同意を得たうえで、建築主事が審査し支障ないものについて確認済証が

交付されている。なお、名古屋市内の建築物については、特定行政庁である

名古屋市において手続きを行っている。また、基本的には、人にやさしい街

づくりの推進に関する条例では、名古屋城のような規模・用途の施設につい

ては、エレベーターの設置を義務付けているが、その判断を行う名古屋市で

は適用を除外する考えと聞いている。一方で、現在、文化庁が名古屋市に対

し障害者の理解を得ることを求めており、名古屋市においてその対応の検討

がされていると聞いているので、しっかりと検討をしていただきたいと考え

ている。次に、条例の適用は自治体、民間とも同じ整備基準の遵守を求めて

おり、民間には着工前の整備計画の届出を義務付けている。自治体について



は、当然、整備基準を遵守するものであるので、この整備計画の届出を不要としている。県の指導につい

ては、民間に対しても自治体に対しても指導できることとなっているが、名古屋市などの条例の事務を所

管している自治体は、県で指導することはなく、条例の事務を所管する自治体がそれぞれ条例の適用につ

いて判断することとなっている。名古屋城の事業は、障害者の基本的人権に関わる問題であり、重大な事

案であると認識している。名古屋市においては障害者関係の皆様と十二分に意見交換をしていただいて、

より良い解決策を見出していただきたいと考えている。次に石垣のように地盤面が３０度以上の勾配で、

その高低差が２ｍを超える場合は崖にあたるとして、愛知県建築基準条例で「崖(がけ)附近の建築物の規

定」が定められている。建築物が崖の上にある場合、崖の状況に影響されないよう崖の下端から建築物ま

での水平距離を崖の高さの２倍以上離したり、基礎杭を施工するなどの措置が必要である。 

名古屋城については名古屋市が特定行政庁であるから、その計画が愛知県建築基準条例を含む建築基

準法令の規定に適合しているかについて名古屋市の建築主事が判断することとなる。 

 

名古屋港ガーデンふ頭のにぎわい創出(名古屋港管理組合議会) 

名古屋港水族館 

名古屋港水族館は、平成４年１０月に開館以来、県民・市民等の観光施設としてだけでなく、社会教育 

施設として希少生物の種の保存及び展示生物の研究活動に積極的に取組んでいます。 

平成２９年度の入館者数は、前年度比１１３％の約２２２万人となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

クルーズ船誘致の取組 

クルーズ船の寄港については、県民・市民の関心も高く、うるおいと魅力ある港湾空間の形成や名古 

屋港の利用促進に寄与するとともに、背後地域への経済波及効果も見込めることから、寄港増加に向け

たより効果的な取組について、行政機関、地元経済界、観光関係団体・企業等で構成する名古屋港外航

クルーズ船誘致促進会議（事務局：本組合及び名古屋商工会議所）において名古屋港クルーズ船誘致に

向けた行動計画を取りまとめました。今後は金城ふ頭に大型クルーズ船用常設岸壁建設を検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

名港環境保全チャリティイベント「名港海上芸術花火 2018」 

日時 ２０１８年１０月１３日(土)    会場 名古屋港ガーデンふ頭 

午後５時３０分 開場  午後７時～オープニング花火 

Great Sky Art(水上芸術花火) 

午後８時 花火終演予定 

入場料など問合せ先 

 名港水上芸術花火 2018 開催委員会事務局(サンデーフォークプロモーション内) 

      0180-99-5555 (テレドーム 10/28 まで) 

【 クラゲの常設展示 イメージ図 】 【 ウミガメ回遊水槽 イメージ図 】 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Nagoya_Port_Aquarium_01.JPG


意見書について (平成 30 年 7 月 5 日可決、6 意見書) 

○ 高齢運転者の運転免許の円滑な更新についての意見書 

○ 仕事と介護の両立支援についての意見書 

○ 日本年金機構における情報セキュリティ対策の見直しについての意見書 

○ 高次機能障害者に対する支援の充実についての意見書 

○ ストーカー対策の拡充についての意見書 

○ 旧優生保護法により強制不妊手術を受けた者に対する補償等についての意見書 

以上、議長名で内閣総理大臣、衆参両院議長、主務大臣に提出しました。 

福田よしおのひとり言 

     またまた豪雨洪水災害で多くの命と甚大な被害が発生しました。 

    気象庁は天気予報で刻一刻と危険な地域と災害危険を伝え、各自治体も避難に関する情報 

を発しましたが浸水の方が早かったり、土砂崩れが先に起きました。また、避難行動につ 

ながらなかったりしたので、再度検証して人命優先の制度改正が望まれます。例えば「避 

難勧告」これは避難を開始、「避難指示」これは緊急避難、実に分かりにくい。「避難場 

所に移動」とか「急いで避難」とか言葉の工夫をしないと伝わらないようです。行政用語 

は世間の非常識と考えるべきです。消防と防災は法律が違うって知ってますか。県民の皆 

さんからすれば一緒ですよね。改めて災害に強い街づくりの課題が見えてきました。 

これからも県民の命と暮しを守り、安心安全な愛知をめざします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 
 
 

  
 
 

福田よしお公式 WEB サイトは 

こちらから 

5/12 日進市茶華道連盟展 5/23 東郷町ゲートボール大会 5/23 東郷町商工会通常総代会 

5/31 連合愛知      

「働き方改革街頭活動」 

6/1 日進市シルバー     

人材センター定期総会 

6/10 東郷町春の文化祭 

6/24 日進市身障者福祉協会 

スポーツ大会 

6/10 日進市水防訓練 

7/7 ネコ譲渡会 

6/3 東郷町じどうかん 

こどもまつり 


